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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラント固定された、取出し可能な歯プロテーゼを位置固定するマウントエレメン
トであって、
　当該マウントエレメントをインプラントまたはアバットメントに固定するための下端部
と、
　当該マウントエレメントを歯プロテーゼ、選択的にはフリクションインサートに結合す
るための上端部と、
を備えたマウントエレメントにおいて、
　当該マウントエレメントのベースボディが、第１の外側環状体を有しており、
　当該マウントエレメントのベースボディが、アングル付けされており、
　当該マウントエレメントのベースボディが、第２の外側環状体を有しており、該第２の
外側環状体は、前記第１の外側環状体と前記第２の外側環状体との間に前記ベースボディ
を巡って切欠きが形成されるように前記ベースボディにおいて前記第１の外側環状体の下
方に位置決めされており、
　少なくとも一方の外側環状体が、１°～４０°のアンギュレーションを有し、前記両外
側環状体の最も広幅の箇所の間隔が、前記両外側環状体の全領域にわたって一定であるこ
とを特徴とする、マウントエレメント。
【請求項２】
　前記ベースボディのアンギュレーションが、５°～５０°の角度を有する、請求項１記
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載のマウントエレメント。
【請求項３】
　当該マウントエレメントの前記ベースボディが、１.５ｍｍ～１０ｍｍの有効直径を有
する、請求項１又は２記載のマウントエレメント。
【請求項４】
　前記外側環状体が、０.１ｍｍ～５.０ｍｍの幅を有する、請求項１から３までのいずれ
か１項記載のマウントエレメント。
【請求項５】
　前記外側環状体が、０.１ｍｍ～３ｍｍの高さを有する、請求項１から４までのいずれ
か１項記載のマウントエレメント。
【請求項６】
　前記外側環状体が、１つまたは複数のすき間を有する、請求項１から５までのいずれか
１項記載のマウントエレメント。
【請求項７】
　前記外側環状体が、顎骨内へのインプラントの組込みの後に顎骨表面と歯肉溝の最も深
い個所との間の範囲に位置するように、つまり生物学的な幅径内に位置するように、前記
外側環状体が当該マウントエレメントに位置決めされている、請求項１から６までのいず
れか１項記載のマウントエレメント。
【請求項８】
　前記外側環状体の下端部と当該マウントエレメントの下端部との間の平均間隔が、０.
３ｍｍ～７ｍｍである、請求項１から７までのいずれか１項記載のマウントエレメント。
【請求項９】
　前記第２の外側環状体が、前記第１の外側環状体と同じ寸法を有する、請求項１から８
までのいずれか１項記載のマウントエレメント。
【請求項１０】
　前記両外側環状体の最も広幅の個所の間隔が、０.１ｍｍ～５ｍｍである、請求項１か
ら９までのいずれか１項記載のマウントエレメント。
【請求項１１】
　当該マウントエレメントの下端部からの前記外側環状体の最大間隔を有する側が、当該
マウントエレメントの最大アンギュレーションを有する側とは反対の側に位置する、請求
項１記載のマウントエレメント。
【請求項１２】
　当該マウントエレメントが、１ｍｍ～１５ｍｍの高さを有する、請求項１から１１まで
のいずれか１項記載のマウントエレメント。
【請求項１３】
　当該マウントエレメントが、セラミックスから成っている、請求項１から１２までのい
ずれか１項記載のマウントエレメント。
【請求項１４】
　前記上端部がパトリックスとして形成されている、請求項１から１３までのいずれか１
項記載のマウントエレメント。
【請求項１５】
　前記上端部がマトリックスとして形成されている、請求項１から１３までのいずれか１
項記載のマウントエレメント。
【請求項１６】
　当該マウントエレメントが、中空体として形成されており、当該マウントエレメントと
インプラントとの固定がアバットメントを介して行われ、該アバットメントが、ねじを介
して前記中空体の内部を通じてインプラントに固定される、請求項１から１５までのいず
れか１項記載のマウントエレメント。
【請求項１７】
　当該マウントエレメントが、中実体として形成されていて、当該マウントエレメントと



(3) JP 6432911 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

インプラントとを固定するための雄ねじ山を有している、請求項１から１５までのいずれ
か１項記載のマウントエレメント。
【請求項１８】
　前記アバットメントが、回動防止手段を有する、請求項１から１７までのいずれか１項
記載のマウントエレメント。
【請求項１９】
　前記回動防止手段が、当該マウントエレメントの内部に長手方向軸線に沿ってフライス
加工された溝と、該溝に対して正確に嵌合するキーとから成っており、前記溝と前記キー
とが、結合時に互いに内外に嵌め込まれる、請求項１８記載のマウントエレメント。
【請求項２０】
　取出し可能な歯プロテーゼを固定するための単一部分から成るインプラントシステムに
おいて、該インプラントシステムが、顎骨または歯根内に当該インプラントシステムを固
定するためのインプラントと、該インプラントの上端部として形成されたインプラント表
面と、該インプラント表面に取り付けられている、請求項１から１９までのいずれか１項
記載のマウントエレメントとを含むことを特徴とする、単一部分から成るインプラントシ
ステム。
【請求項２１】
　取出し可能な歯プロテーゼを固定するための複数部分から成るインプラントシステムに
おいて、該インプラントシステムが、顎骨または歯根内に挿入するためのインプラントと
、該インプラント内にアバットメントを取り付けるための軸部を備えたアバットメントと
、前記軸部の上端部に設けられたアバットメントプレートと、該アバットメントプレート
に取り付けられている、請求項１から１９までのいずれか１項記載のマウントエレメント
とを含むことを特徴とする、複数部分から成るインプラントシステム。
【請求項２２】
　前記マウントエレメントが、前記インプラント表面もしくは前記アバットメントプレー
トにねじ締結されている、請求項２０または２１記載のインプラントシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マウントエレメントを有する単一部分または複数部分から成る歯科インプラ
ントシステムに関する。さらに本発明は、インプラント固定された取出し可能な義歯もし
くはデンチャ（Zahnersatz）を位置固定するマウントエレメントに関する。
【０００２】
　背景技術
　多くの構成において、完全に欠損した歯または代替えしたい歯のための義歯は、インプ
ラントと選択的なマウント部分とを含む歯科インプラントシステムと、歯プロテーゼ（歯
補綴物）とから構成される。歯科インプラントは歯根の機能を引き受け、歯プロテーゼは
歯の咬合面の機能を引き受ける。インプラントは、考えられる限りのあらゆる形状を有す
ることができる。しかし、実際の使用においては、円錐状および円筒状のインプラントが
普及している。この場合、これらのインプラントは、たとえばカムログ（登録商標）スク
リュライン（ＣＡＭＬＯＧ　ＳＣＲＥＷ－ＬＩＮＥ）インプラント、カムログ（登録商標
）ルートライン（ＣＡＭＬＯＧ　ＲＯＯＴ－ＬＩＮＥ）インプラントの場合や、ストロー
マン（Ｓｔｒａｕｍａｎ）ＳＬＡ（登録商標）およびＳＬＡｃｔｉｖｅ（登録商標）イン
プラントのシリーズにおけるように、好ましくはその円錐度や雄ねじ山の点で互いに異な
っている。
【０００３】
　義歯は、固定式の義歯と、取出し可能な義歯とに区別される。固定式の義歯は、安定性
を有するが、クリーニング可能性に問題があるのに対して、取出し可能な義歯は、卓越し
たクリーニング可能性を有するが、安定性が悪い。組み合わされた義歯を使用することに
より、両者の特性をポジティブに結び合わせることができる。このような組み合わされた
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義歯は、差込み結合メカニズムを介して、顎内に固定された歯科インプラントに組み付け
られる歯プロテーゼから成る。公知先行技術において確立された差込み結合メカニズムは
、たとえばボールヘッド結合エレメント、差込みブリッジシステムまたはパトリックス・
マトリックス式差込み結合システム、たとえばロケータ（Locator）システムである（米
国特許第２００４／０００５５３０号明細書；米国特許第６２９９４４７号明細書；米国
特許第６０３０２１９号明細書）。
【０００４】
　これら３種類の全ての結合システムにおいては、骨に対する歯プロテーゼの間隔が、マ
ウントエレメントの長さにより規定されるか、もしくは生物学的な幅径、すなわち歯肉溝
の最深個所と顎骨の始端部との間の間隔が、マウントエレメントの長さにより克服される
。この範囲において、マウントエレメントは平滑な表面を有し、かつ通常ではチタンから
成っている（国際公開第２００８／０７９６９９号；欧州特許出願公開第０４３７０３１
号明細書）。チタンは、極めて生体適合性である金属として知られている。チタンは有機
材料の付着を容易にする。副効果として、マウントエレメントのチタン表面における病原
菌の付着も増加するので、この付近に炎症を引き起こす恐れがある。さらに、マウントエ
レメントの表面と歯肉との間に歯肉溝が形成されるか、もしくは既に存在する歯肉溝が拡
開されかつ延長される恐れがある。唾液中に含まれる細菌がこの歯肉溝に沿ってマウント
エレメントの表面と歯肉との間を通って顎骨の表面にまで侵入し、そしてこの場所でプラ
ーク（歯垢）付着を招き、ひいては炎症を招く恐れもある。このような炎症は歯科インプ
ラントを緩ませる結果となり、ひいては歯科インプラントの完全な損失を招く恐れがある
。
【０００５】
　歯科インプラントは、口腔内の種々異なる条件に適合されなければならない。すなわち
、歯には、歯根と歯冠との間の種々のアンギュレーション（Angulation）が存在するだけ
でなく、種々の高さの歯肉縁も存在する。たとえば、歯列の内側に接触した歯肉縁は、歯
列の外側に接触した歯肉縁よりも平均的に高く形成されている。
【０００６】
　マウントエレメントのためには、種々様々な形状が使用され得る。実際の使用では、円
筒状の形（Straumann RN PLAN LOCATOR；登録商標）または円筒体から派生した形、たと
えば著しく丸められた角隅を有する円筒体（Straumann WN PLAN LOCATOR；登録商標）な
らびに可変の直径を有する円筒体（Straumann WN PLAN Massivsekundaerteil 6°）が普
及している。
【０００７】
　欧州特許出願公開第２３６６３６０号明細書には、インプラントと、螺合式に装着可能
なマウントエレメントと、マウントエレメントの上端部に設けられた、歯プロテーゼ用の
差込み結合部とから成る歯科インプラントシステムが開示されている。このような歯科イ
ンプラントシステムは細菌との関連において典型的な問題を示す。すなわち、インプラン
トは慣用的に治癒の経過中に緩む。なぜならば、最初にねじ締結により形成されたテンシ
ョンが骨によって低減されるからである。その後にはじめて、インプラントの完全な治癒
結合（オッセオインテグレーション）が開始する。この期間の間、インプラントと骨との
間のギャップは細菌感染や歯肉増殖を起し易くなる。さらに、インプラント上方の歯肉溝
、つまり歯肉とマウントエレメントとの間の歯肉溝も、常に細菌感染を引き起こし易い状
態となる。両感染種類はインプラントの損失を招く恐れがある。
【０００８】
　独国特許出願公開第１９６４４３３３号明細書には、インプラントの上端部に設けられ
たダイヤフラムが記載されている。この別個のダイヤフラムは、インプラントと骨との間
の骨ギャップを閉鎖し、こうして細菌または歯肉の侵入を阻止する。しかし、このダイヤ
フラムは歯肉溝内への細菌の侵入を阻止しない。さらに、上記独国特許出願公開明細書に
は、歯肉溝内への細菌の侵入の問題を解決するための手段を引き出すことのできる一般的
な思想は開示されていない。なぜならば、ダイヤフラム解決手段は、できるだけ強固な、
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互いに対してできるだけ剛性的な２つの相、たとえば骨とインプラントとを前提条件とし
ているからである。
【０００９】
　欧州特許出願公開第０４４５６６７号明細書には、インプラントおよびマウントエレメ
ントにおける表面層の形のプラーク・細菌形成抑制剤として、半導電性の、ひいては高抵
抗性の材料、たとえば酸化ケイ素が記載されている。しかし、欧州特許出願公開第０４４
５６６７号明細書に記載の手段は、歯肉溝内への細菌の侵入の問題を完全に解決すること
はできない。
【００１０】
　したがって、本発明の課題は、取出し可能な義歯を位置固定するための歯科インプラン
トシステムを改良して、唾液中に含まれる細菌の溜まりおよび人工歯根の骨境界への侵入
を最小限に抑えかつ部分的に阻止することのできるような歯科インプラントシステムを提
供することである。さらに、インプラントまたはアバットメント用のマウントエレメント
の所要のアンギュレーションが、一体に、つまり付加的なエレメントなしに、解決される
ことが望ましい。
【００１１】
　本発明は、外側環状体を備えたマウントエレメントが使用されて、顎骨から少なくとも
この外側環状体のすぐ上にまで歯肉の生物学的な幅径が保証されると、唾液中に含まれる
細菌の、骨境界への侵入が減じられるという認識に基づいている。さらに本発明は、アン
グル付け（角度付け）されたマウントエレメントが、顎位置および歯位置により決定され
る要件へのインプラントまたはアバットメントの、簡単化された適合を可能にするという
認識に基づいている。従来のインプラントは、材料の剪断力が特にマトリックス・パトリ
ックス結合（雌部・雄部結合）において吸収されることにより、１０°（歴史的には最大
２０°まで）の角度差を補償することができた。このことは、インプラントの高められた
摩耗を招く結果となっていた。これに相応して、アングル付けされたマウントエレメント
の使用により、インプラントの耐久年数を大幅に延長させることができる。さらに、アン
グル付けされたマウントエレメントによって、種々異なる連結平面（カップリング平面）
が補償され得るようになり、ひいてはあらゆる可能な歯位置のための、いわばカスタムメ
イドのマウントエレメントが製作され得る。このこととは別個に、本発明は、口腔内にお
いては歯肉の種々異なる高さが観察され（歯列の、口腔に面した側および口腔とは反対の
側）、そして接触する歯肉のこれらの高さが外側環状体の高さを介して変えられ得るとい
う認識に基づいている。
【００１２】
　本発明は：
　インプラント固定された、取出し可能な歯プロテーゼを位置固定するマウントエレメン
トであって、
　当該マウントエレメントをインプラントまたはアバットメントに固定するための下端部
と、
　当該マウントエレメントを歯プロテーゼ、選択的にはフリクションインサートに結合す
るための上端部と、
を備えたマウントエレメントにおいて、
　当該マウントエレメントのベースボディが外側環状体を有することを特徴とする、マウ
ントエレメントを提供する。
【００１３】
　本発明の好適な実施態様では、アンギュレーションを有するか、またはアンギュレーシ
ョンを有しない少なくとも１つの外側環状体を備えた、アングル付けされていないマウン
トエレメントが提供される。さらに、アンギュレーション有り無しの外側環状体のあらゆ
る組合せが可能である。外側環状体は１つまたは複数のすき間を有していてよい。
【００１４】
　本発明の別の好適な実施態様では、アンギュレーションを有するか、またはアンギュレ
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ーションを有しない少なくとも１つの外側環状体を備えた、アングル付けされたマウント
エレメントが提供される。さらに、アンギュレーション有り無しの外側環状体のあらゆる
組合せが可能である。外側環状体は１つまたは複数のすき間を有していてよい。
【００１５】
　失われた天然の歯機能の再形成を保証するあらゆる人工的な構成要素が「義歯（デンチ
ャ）」と呼ばれる。固定式の義歯および取出し可能な義歯の他に、組み合わされた形の義
歯が存在する。組み合わされた義歯は、インプラントシステムと、位置固定可能な歯プロ
テーゼとから構成されている。この場合、位置固定可能な構成部分は、顎内に位置固定さ
れた構成部分に結合機構によって着脱可能に組み付けられる。
【００１６】
　インプラントシステムは、インプラントと、歯プロテーゼを組み付けるために必要とな
るあらゆる別の部分とを含む。単一部分から成る一体型のインプラントシステムでは、別
の部分が必要とならない。なぜならば、歯プロテーゼが直接にインプラントに組み付けら
れるからである。複数部分から成るインプラントシステムは、インプラントと、少なくと
も１つのアバットメントと、少なくとも１つのマウントエレメントとを含む。複数部分か
ら成るインプラントシステムでは、インプラントが好適にはアバットメントとマウントエ
レメントとを介して結合される。
【００１７】
　インプラントは歯プロテーゼの支持体と、天然の歯根の人工代替物である。その機能は
、顎骨内での歯プロテーゼのアンカ固定である。単一部分から成るインプラントシステム
では、インプラントは、歯プロテーゼを支持する中実体であり、直接に顎骨内に固定され
る。複数部分から成るインプラントシステムでは、インプラントは中空体であり、この中
空体が顎骨内に固定される。顎骨内にはアバットメントが固定されており、このアバット
メントにマウントエレメントが組み付けられている。
【００１８】
　マウントエレメントは中実体または中空体であり、その上端部に、加工成形されたパト
リックス（雄部）またはマトリックス（雌部）を有していてよい。
【００１９】
　アバットメントは、上端部にアバットメントプレートを備えた中実体または中空体であ
る。
【００２０】
　記載した全ての部分の上端部とは、常に、固定された歯プロテーゼに近い方の端部もし
くは歯プロテーゼ用の収容部に近い方の端部を意味する。
【００２１】
　記載した全ての部分の下端部とは、常に、インプラントに近い方の端部を意味する。
【００２２】
　マトリックスとは、ワークに加工成形された自由型であり、この自由型は、対応するパ
トリックスとの機械的な結合を形成し得る。この場合、マトリックスはパトリックスを外
側から正確に嵌合するように取り囲む。
【００２３】
　パトリックスとは、ワークに加工成形された自由型であり、この自由型は、対応するマ
トリックスとの機械的な結合を形成し得る。この場合、パトリックスはマトリックス内に
内側から正確に嵌合するように嵌入する。
【００２４】
　外側環状体とは、三次元の物体であって、マウントエレメントのベースボディの外側に
沿って隆起した同心的な膨出部を成す物体である。外側環状体は、その幅およびその高さ
ならびにマウントエレメントのベースボディの下端部に対する間隔、場合によっては平均
間隔、ならびにマウントエレメントの下側に対するアンギュレーションによって特徴付け
られる。
【００２５】
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　外側環状体のアンギュレーションは、外側環状体を形成する平面と、ベースボディの下
端部における連結平面とが互いに対して平行に位置していない場合に与えられている。
【００２６】
　外側環状体の最も広幅の個所は、外側環状体がその最大有効直径に達する個所である。
【００２７】
　有効直径は、円筒状の形状においては直径である。円形ではない横断面の場合では、有
効直径は、同じ面を有する円形の横断面の直径に相当する直径である。
【００２８】
　外側環状体の幅は、外側環状体の最も広幅の個所から、マウントエレメントの表面と一
致する外側環状体の基部までの間隔である。
【００２９】
　外側環状体の高さは、マウントエレメントの横断面で見て、外側環状体がマウントエレ
メントのベースボディよりも広幅の有効直径を有していると同時に外側環状体全体におけ
る最小の有効直径を有している２つの点の間の間隔である。
【００３０】
　キャップとは、片側で閉じられているスリーブである。
【００３１】
　フリクションインサートとは、弾性的なポリマから成る、上部で閉じられた摩耗部材で
あって、開いた側に加工成形されたマトリックスまたはパトリックスを備えている摩耗部
材である。
【００３２】
　歯肉溝（sulcus gingivae）とは、マウントエレメントのベースボディの表面と、接触
している歯肉との間の、角度付けされたギャップである。歯肉溝は顎骨にまで形成され得
る。
【００３３】
　切欠きとは、三次元の物体の１点における減少部または１線に沿った減少部であり、そ
の結果、表面には没入部もしくは凹部が生じる。
【００３４】
　ベースボディとは、三次元の形状であって、この形状から派生された全ての形状におい
てまだ存在している中心的な特徴を提供する三次元の形状である。
【００３５】
　ベースボディのアンギュレーションは、ベースボディの上端部もしくは下端部に位置す
る面が互いに平行に位置していない場合に与えられていて、これによってベースボディは
アングル付けされている。義歯は、天然の歯機能を人工的に満たすことのできる部分の３
種の異なる構成に区別される。このような構成は固定式に、取出し可能に、または両特性
からの組合せとして形成され得る。実施形態は、特に冠（クラウン）、架工義歯（ブリッ
ジ）または歯プロテーゼである。組み合わされた義歯では、インプラントが顎内に固定さ
れ、インプラントには歯プロテーゼが結合機構（ボールヘッド、差込み条片、ロケータ等
）によって着脱可能に固定される。組み合わされた義歯は、取出し可能な歯プロテーゼに
、顎内に固定されたインプラントに対して前記結合機構によって安定性を付与し、それと
同時に、歯プロテーゼを取り外すことが可能であることに基づいて衛生を改善する。
【００３６】
　インプラントシステムとは、歯プロテーゼを顎骨内に固定するために必要となる全ての
構成要素を意味する。この場合、インプラントシステムは、単一部分から成る一体型のイ
ンプラントシステムと、複数部分から成るインプラントシステムとに区別される。単一部
分から成る一体型のインプラントシステムは、中実体を成しかつ歯プロテーゼを支持する
インプラント表面を提供するインプラントを含む。複数部分から成るインプラントシステ
ムは、選択的な雌ねじ山を有する中空体を成すインプラントを含む。インプラントには、
アバットメントを介してマウントエレメントが組み付けられる。歯プロテーゼは、このマ
ウントエレメントに固定される。
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【００３７】
　インプラントとは、生体適合性の金属（たとえばチタンまたはチタン合金）から成る、
顎内にアンカ固定された部分であり、そして、インプラントに組み付けられた歯プロテー
ゼに保持性と安定性とを付与することにより、天然の歯根の機能を代行する。インプラン
トは、選択的な粗い表面、選択的な雄ねじ山ならびに選択的な雌ねじ山を有していてよい
。インプラントは、顎骨内に固定され、この場合、選択的な粗い表面は顎骨との安定的な
結合を保証する。インプラントは、単一部分から成る一体型のインプラントシステムおよ
び複数部分から成るインプラントシステムにおいて使用される。単一部分から成る一体型
のインプラントシステムでは、歯プロテーゼがインプラント表面を介してインプラントに
しっかりと位置固定され、それに対して、複数部分から成るインプラントシステムでは、
マウントエレメントがアバットメントに位置固定されており、このアバットメントが、顎
骨内に固定されたインプラント内に固定される。インプラントは、インプラントに永続的
に位置固定されるか、または差込み結合部を介して着脱可能に組み付けられる歯プロテー
ゼと相まって機能化される。インプラントの好適な実施態様は、円筒状または円錐状の形
状を有する。この実施態様は、丸められた縁部および先端を備えた円筒状または円錐状の
形状をも包含する。
【００３８】
　マウントエレメントはチタン、チタン合金またはセラミックスから成っていて、その中
実体または中空体の上端部には、選択的なパトリックス（雄型）またはマトリックス（雌
型）が加工成形されている。単一部分から成る一体型のインプラントシステムでは、マウ
ントエレメントがインプラント表面に永続的に位置固定される。複数部分から成るインプ
ラントシステムでは、マウントエレメントがアバットメント、特にアバットメントプレー
トに、永続的に位置固定されて、アバットメントを介してインプラントに着脱可能にねじ
締結される。マウントエレメントは、永続的または着脱可能に位置固定された歯プロテー
ゼに対する結合ユニットを成す。着脱可能な位置固定の場合には、マウントエレメントの
上端部に、このような位置固定のための汎用の型、たとえばボールヘッド、マトリックス
またはパトリックスが加工成形されている。マウントエレメントの好適な実施態様は、円
筒状の形状を有する、この実施態様は、丸められた縁部を有する円筒状の形状をも包含す
る。アングル付けされたマウントエレメントにより、インプラントまたはアバットメント
と、歯プロテーゼ、選択的にはフリクションインサートとの、アングル付けされた結合部
の形成が可能になる。この場合には、結合されるべき両構成要素（インプラントと歯プロ
テーゼ）の相対的な位置が、マウントエレメントもしくはベースボディのアンギュレーシ
ョン（歯の長軸に対する適正な角度付与）を規定する。通常では、インプラントもしくは
アバットメントの長手方向軸線に対して直交して位置しかつマウントエレメントの上端部
に存在する連結平面は、思考上簡単に規定され得る。同様に、歯プロテーゼの結合エレメ
ントの長手方向軸線に対して直交して位置しかつマウントエレメントの下端部に存在する
第２の連結平面も、思考上簡単に規定され得る。両連結平面が互いに平行に位置していな
い場合には、アンギュレーションが存在する。したがって、ベースボディの外側の形状は
、前記連結平面の形成は別として、マウントエレメントもしくはベースボディのアンギュ
レーションを規定するためには重要ではない。
【００３９】
　本発明に特に適したアバットメントは、口腔内でのマウントエレメントの固定された位
置を保証しかつアバットメント上でのマウントエレメントの回転を阻止するために、回動
防止手段を有している。このような回動防止手段は、主としてマウントエレメントの内側
に長手方向軸線に沿ってフライス加工された溝と、この溝に対して正確に嵌合するキーと
から成り、この溝とキーとは結合時に互いに内外に押し込まれて、相対回動を阻止する。
このようなアバットメントの例は、ジルコンツァーン社（Firma Zirkonzahn）のＨＥＸア
バットメント（登録商標）、たとえばＣＡＭＬＯＧ（登録商標）－Ｊ-ＴＹＰＥ／Ｋ-ＴＹ
ＰＥ　ＨＥＸまたはＦＲＩＡＤＥＮＴ　ＤＥＮＴＳＰＬＹ－ＸＩＶＥ（登録商標）ＨＥＸ
により提供される。



(9) JP 6432911 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

【００４０】
　アバットメントはチタン、チタン合金またはセラミックスから成っていて、その中実体
または中空体の上端部にアバットメントプレートを有している。このアバットメントプレ
ートに、マウントエレメントが位置固定される。アバットメントはインプラント内に固定
され、たとえばアバットメントねじによってインプラントの選択的な雌ねじ山に螺合され
、マウントエレメントとインプラントとの間の着脱可能な結合エレメントとして使用され
る。アバットメントの好適な実施態様は、円筒状の形状を有する。この実施態様は、丸め
られた縁部を備えた円筒状の形状をも包含する。
【００４１】
　マトリックス（雌部）は、ワークに加工成形されかつ相補的な自由型、つまりパトリッ
クス（雄部）に、着脱可能に結合され得る自由型である。このようなマトリックスはロケ
ータシステムにおいて使用されて、着脱可能な差込み結合を可能にする。マトリックスは
、マウントエレメントの上側に加工成形されているか、またはキャップもしくはフリクシ
ョンインサートの下側に加工成形されている。マウントエレメントと歯プロテーゼとの結
合は、好適にはフリクションインサートを用いて行われる。
【００４２】
　パトリックスとは、ワークに加工成形されかつ相補的な自由型、つまりマトリックスに
、着脱可能に結合され得る自由型である。このようなパトリックスはロケータシステムに
おいて使用されて、着脱可能な差込み結合を可能にする。パトリックスは、マウントエレ
メントの上側に加工成形されているか、またはキャップもしくはフリクションインサート
の下側に加工成形されている。マウントエレメントと歯プロテーゼとの結合は、好適には
フリクションインサートを用いて行われる。
【００４３】
　外側環状体は、マウントエレメントの外側に設けられていて、その幅および高さならび
にマウントエレメントの中実体または中空体の下端部に対する間隔により特徴付けられる
。この場合、マウントエレメントの下端部に対する間隔は、全ての個所において一定であ
ってよいが、しかし全ての間隔のうちの１つの最大間隔および１つの最小間隔を有してい
てもよい。さらに、外側環状体は１つまたは複数のすき間を有していてよい。すなわち、
外側環状体の膨出部は、マウントエレメントの表面に沿って周方向に一貫して設けられて
いる必要はない。外側環状体はマウントエレメントの中実体または中空体に直接に加工成
形されるので、この外側環状体は同一の材料、たとえばチタン、チタン合金またはセラミ
ックスから成っている。１つまたは２つの外側環状体を有するマウントエレメントは、マ
ウントエレメントと、接触した歯肉の粘膜との結合組織適合性を高めて、歯肉溝の形成を
減少させ、ひいてはプラークおよびプラーク中に含まれる細菌の溜まり、炎症の発生およ
びインプラントの早期損失を減少させる。外側環状体が、マウントエレメントの下端部に
対して一定ではない間隔を有する場合、このような外側環状体は、アングル付けされた外
側環状体である。このようなアングル付けされた外側環状体は、マウントエレメント周囲
での種々の歯肉高さの形成を可能にする。通常では、インプラントもしくはアバットメン
トの長手方向軸線に対して直交して位置しかつマウントエレメントの下端部に存在する連
結平面は、思考上簡単に規定され得る。同様に、外側環状体の面に相当する平面も、思考
上簡単に規定され得る。前記連結平面と外側環状体の前記平面とが互いに平行に位置して
いない場合には、外側環状体のアンギュレーションが存在する。
【００４４】
　外側環状体の最も広幅の個所は、その表面における、最大有効直径を有する位置を示す
。
【００４５】
　外側環状体の幅は、外側環状体の最も広幅の個所からマウントエレメントの表面の高さ
までの垂線に沿った間隔である。
【００４６】
　外側環状体の高さは、外側環状体の横断面における２つの所定の点の間の間隔であり、
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この場合、これら２つの点の間には外側環状体の最も広幅の個所が位置し、またこれら２
つの点は、マウントエレメントよりも広幅の有効直径を有するが、しかし外側環状体全体
における最小有効直径を有する。
【００４７】
　マウントエレメントの下端部に対する外側環状体の間隔は、マウントエレメントの下端
部と、外側環状体の最も広幅の個所との間に位置し、かつマウントエレメントよりも広幅
の有効直径を有するが、しかし外側環状体全体における最小有効直径を有する１点と、マ
ウントエレメントの下端部との間の最短距離である。
【００４８】
　マウントエレメントの下端部に対する外側環状体の平均間隔は、マウントエレメントの
下端部に対する外側環状体の最小間隔と最大間隔との総和の１／２を意味する。マウント
エレメントの下端部に対して一定の間隔を有する外側環状体を備えたマウントエレメント
については、平均間隔と、マウントエレメントの下端部に対する間隔とが同一である。
【００４９】
　キャップとは、閉じられた側を有する、チタン、チタン合金またはセラミックス（たと
えば酸化ジルコニウム）から成る中空体である。歯プロテーゼは永続的にキャップに位置
固定されており、キャップは下側にフリクションインサートを保持することができる。フ
リクションインサートが存在しない場合には、キャップに結合エレメント、たとえばマト
リックスまたはパトリックスが加工成形されていてよい。
【００５０】
　フリクションインサートとは、弾性的なポリマから成っていて、片側にキャップのネガ
型を形成しており、このネガ型内にキャップが嵌入する。フリクションインサートの開い
た側には、マトリックスまたはパトリックスが加工成形されていてよい。フリクションイ
ンサートはキャップ内に位置固定されて、マウントエレメントと歯プロテーゼとの間の着
脱可能な差込み結合の押圧点を規定するために用いられる。マウントエレメントと歯プロ
テーゼとの結合は、好適にはフリクションインサートを用いて行われる。
【００５１】
　歯肉溝（Sulcus gingivae）もしくはサルカスとは、マウントエレメントの表面と、接
触した歯肉との間の開口を意味する。歯肉溝内には、細菌が溜まり易く、細菌は炎症や、
顎骨表面にまでの歯肉溝の更なる開放を招く恐れがある。このような炎症はインプラント
の早期損失にまで発展する恐れがある。２ｍｍを上回るサルカス深さは、病的であると判
定されるべきである。
【００５２】
　ベースボディとは、三次元の形状であって、この形状から派生された全ての形状が有す
る中心的な特徴を提供する。たとえばマウントエレメントは、ベースボディとして円筒体
を有し、この場合、１実施態様は、中実円筒体であってよく、別の実施態様は、規定の肉
厚を有する中空円筒体であってよい。
【００５３】
　切欠きとは、２つの外側環状体の間の表面の凹部である。この場合、外側環状体の最も
広幅の個所におけるマウントエレメントの有効直径は、両外側環状体の間の切欠きのいか
なる点におけるよりも大きく形成されている。
【００５４】
　慣用のマウントエレメントとは異なり、本発明の構成では、歯肉とマウントエレメント
との間に、顎骨の表面にまで開くギャップは形成され得ない。歯肉とマウントエレメント
との間との間への細菌の侵入、それどころか場合によっては骨表面にまでの侵入は、外側
環状体の使用により、外側環状体なしのマウントエレメントに比べて減少される。
【００５５】
　マウントエレメントは、好適には、１.５ｍｍ～１０ｍｍ、好適には２ｍｍ～８ｍｍ、
一層好適には２.５ｍｍ～７ｍｍ、最も好適には３ｍｍ～６ｍｍの有効直径を有する中実
体または中空体を有する。
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【００５６】
　マウントエレメントは、好適には、０.１～５.０ｍｍ、好適には０.２ｍｍ～３.０ｍｍ
、一層好適には０.５ｍｍ～２.０ｍｍ、最も好適には０.７ｍｍ～１.５ｍｍの幅を有する
外側環状体を有する。
【００５７】
　マウントエレメントは、好適には、０.１ｍｍ～３ｍｍ、好適には０.５ｍｍ～２.５ｍ
ｍ、最も好適には１ｍｍ～２ｍｍの高さを有する外側環状体を有する。
【００５８】
　マウントエレメントのアングル付けされていない外側環状体は、０°のアンギュレーシ
ョンを有する。
【００５９】
　マウントエレメントのアングル付けされた外側環状体は、１°～４０°、一層好適には
３°～２５°、最も有利には５°～１５°のアンギュレーションを有する。外側環状体の
アンギュレーションは、正の角度でしか記載されない。外側環状体のアンギュレーション
は、マウントエレメントのアンギュレーションとは別個であるので、これらの角度の可能
となる全ての組合せが可能である。両アンギュレーションが互いに逆向きに生じるような
構成、すなわちマウントエレメントの下端部からの外側環状体の最大間隔を有する側が、
マウントエレメントの最大アンギュレーションを有する側とは正反対の側に位置するよう
な構成が好適である。
【００６０】
　アングル付けされたマウントエレメントは、５°～５０°、好適には７°～４０°、一
層好適には８°～３０°、最も好適には９°～２０°の角度を有するアンギュレーション
を有する。
【００６１】
　インプラントは好ましくは、マウントエレメントの外側環状体が顎骨表面と、歯肉溝の
最も深い個所との間に、つまり生物学的な幅径内に、位置決めされるように組み込まれる
。
【００６２】
　マウントエレメントは、好適には、外側環状体の下端部と、マウントエレメントの下端
部との間に、０.３ｍｍ～７ｍｍ、好適には０.４ｍｍ～６ｍｍ、最も好適には０.５ｍｍ
～５ｍｍの平均間隔を有する。さらに、間隔が全ての個所で等しいとは限らないことが有
利になり得る。組み込まれた位置において外側環状体が、口腔に面した側では、より高く
位置し、かつ口腔とは反対の側では、より低く位置してよいことが判った。
【００６３】
　マウントエレメントは、好ましくは、表面に第１の外側環状体の下方に第２の外側環状
体を有する。この場合、第１の外側環状体と第２の外側環状体との間には、中実体または
中空体を巡るように切欠きが形成される。第１の外側環状体の場合と同様に、第２の外側
環状体も、マウントエレメントの下端部に対して最小間隔と最大間隔とを有することがで
きる。
【００６４】
　マウントエレメントは好適には、第１の外側環状体と同じ寸法を有する第２の外側環状
体を有する。
【００６５】
　マウントエレメントは、好適には第１第２の両外側環状体の最も広幅の個所の間に０.
１ｍｍ～５ｍｍ、一層好適には０.５ｍｍ～４ｍｍ、最も好適には１ｍｍ～３ｍｍの間隔
を有する。さらに、両外側環状体の最も広幅の個所の間隔が、両外側環状体の全領域にわ
たって一定であることが好適である。
【００６６】
　マウントエレメントは、好適には、１ｍｍ～１５ｍｍ、一層好適には２ｍｍ～１２ｍｍ
、最も好適には３ｍｍ～９ｍｍの高さを有する。
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【００６７】
　マウントエレメントの材料は好ましくはセラミックスを含む。特に好適には、酸化ジル
コニウム（ＺｒＯ２）である。
【００６８】
　特にマウントエレメントの表面は、好適には酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）から成って
いる。
【００６９】
　表面が生物学的な幅径Ｄの範囲において酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）から形成されて
いることが特に好適である。
【００７０】
　マウントエレメントは、好ましくはその上端部に加工成形されたマトリックスまたはパ
トリックスを有する。
【００７１】
　本発明の好適な実施態様では、マウントエレメントが、中空体として形成されており、
マウントエレメントとインプラントとの固定が、好適にはアバットメントを介して行われ
、このアバットメントが、ねじを介してマウントエレメントの内部を通じてインプラント
にねじ締結される。
【００７２】
　本発明の同じく好適な別の実施態様では、マウントエレメントが中実体を含み、この中
実体が、インプラント内にマウントエレメントを固定するための雄ねじ山を有する。
【００７３】
　さらに、本発明は、取出し可能な歯プロテーゼを固定するための単一部分から成るイン
プラントシステムに関する。このインプラントシステムは、顎骨または歯根内に当該イン
プラントシステムを固定するためのインプラントと、該インプラントの上端部として形成
されたインプラント表面と、該インプラント表面に取り付けられているマウントエレメン
トとを含む。
【００７４】
　さらに、本発明は、取出し可能な歯プロテーゼを固定するための複数部分から成るイン
プラントシステムに関する。このインプラントシステムは、顎骨または歯根内に挿入する
ためのインプラントと、該インプラント内にアバットメントを取り付けるための軸部を備
えたアバットメントと、前記軸部の上端部に設けられたアバットメントプレートと、該ア
バットメントプレートに取り付けられているマウントエレメントとを含む。
【００７５】
　本発明の別の好適な実施態様は、マウントエレメントが、インプラント表面もしくはア
バットメントプレートにねじ締結されている単一部分または複数部分から成るインプラン
トシステムを包含する。
【００７６】
　本発明の好適な使用は、唾液中に含まれる細菌の、歯肉溝内への侵入を最小限に抑えか
つ部分的に阻止すること、および／または歯肉溝の拡大を阻止しかつ／または単一部分ま
たは複数部分から成る歯科インプラントにおける種々異なる歯肉高さを１つまたは２つの
外側環状体を備えたマウントエレメントによって補償することを包含する。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】インプラントマウントエレメント、１つの外側環状体を備えたベースボディ、パ
トリックスとしてのインプラントマウントエレメントの構成を示す概略図である。
【図２】インプラントマウントエレメント、１つの外側環状体を備えたベースボディ、マ
トリックスとしてのインプラントマウントエレメントの構成を示す概略図である。
【図３】インプラントマウントエレメント、２つの外側環状体を備えたベースボディ、パ
トリックスとしてのインプラントマウントエレメントの構成を示す概略図である。
【図４】インプラントマウントエレメント、インプラントに固定するための雄ねじ山を備
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えた中実体としての構成を示す概略図である。
【図５】インプラントマウントエレメント、中空体のとしての構成、インプラント内での
ねじを用いたインプラントマウントエレメントの固定を種々の構成ａ～ｅで示す概略図で
ある。
【図６】インプラントマウントエレメント、アングル付けされていないベースボディおよ
びアングル付けされたベースボディの種々の組合せならびにマウントエレメントの下端部
に対する一定の間隔ならびに最小間隔および最大間隔を有する、アングル付けされた外側
環状体を種々の構成ａ～ｄで示す概略図である。
【００７８】
　発明の実施形態
　一般に、図面番号の後ろに「＊」を記されている図面、すなわち図１＊、図２＊、図３
＊、図４＊、図５＊ａ－ｅは、「＊」なしの図面と同じ図を示すが、ただしアングル付け
されていないマウントエレメントを備えた実施形態を示す。
【００７９】
　図１には、単一部分から成る一体型のインプラントシステムまたは複数部分から成るイ
ンプラントシステムが図示されている。インプラントシステムは顎骨３０内にアンカ固定
されている。このインプラントシステムには、アングル付けされたマウントエレメント１
０が組み付けられている。このマウントエレメント１０は、幅Ｂおよび高さＡを有する外
側環状体１１を有し、この場合、幅および高さは同一のサイズオーダ内にある。外側環状
体１１の位置は、生物学的な幅径Ｄと、外側環状体１１の下端部からアバットメントプレ
ートまたはインプラント表面２０もしくはマウントエレメント１０の下端部までの間隔Ｃ
とにより規定される。歯肉４０は外側環状体１１に被さってマウントエレメント１０に付
着していて、小さな歯肉溝４１しか有しない。マウントエレメント１０の上端部には、パ
トリックス（雄部）が加工成形されている。
【００８０】
　図２には、単一部分から成る一体型のインプラントシステムまたは複数部分から成るイ
ンプラントシステムが図示されている。インプラントシステムは顎骨３０内にアンカ固定
されている。このインプラントシステムのアバットメントプレートまたはインプラント表
面２０には、アングル付けされたマウントエレメント１０の下端部１３が組み付けられて
いる。このマウントエレメント１０は外側環状体１１を有し、この外側環状体１１の上端
部には歯肉４０が付着している。外側環状体１１は小さな歯肉溝４１しか有しない。マウ
ントエレメント１０の上端部には、マトリックス（雌部）が加工成形されている。
【００８１】
　図３には、単一部分から成る一体型のインプラントシステムまたは複数部分から成るイ
ンプラントシステムが図示されている。インプラントシステムは顎骨３０内にアンカ固定
されている。このインプラントシステムのアバットメントプレートまたはインプラント表
面２０には、アングル付けされたマウントエレメント１０の下端部１３が組み付けられて
いる。このマウントエレメント１０は外側環状体１１と共に第２の外側環状体１５を有す
る。この第２の外側環状体１５は第１の外側環状体１１に対して間隔Ｅを置いて第１の外
側環状体１１とマウントエレメント１０の下端部１３との間に位置している。両外側環状
体の間には、凹部もしくは切欠き１６が生ぜしめられる。歯肉４０は第１の外側環状体１
１の上端部に付着していて、小さな歯肉溝４１しか形成していない。マウントエレメント
１０の上端部には、パトリックスが加工成形されている。
【００８２】
　図４には、単一部分から成る一体型のインプラントシステムが図示されている。このイ
ンプラントシステムはそのアングル付けされたマウントエレメント１０に第１の外側環状
体１１の他に、第２の外側環状体１５を有する。マウントエレメント１０は、雄ねじ山２
５を有するインプラントに固く固定されている。このインプラントはこの雄ねじ山２５を
介して顎骨３０内にねじ固定される。
【００８３】
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　図５ａは公知先行技術であり、断面図および斜視図として、下端部に設けられた雄ねじ
山と、アバットメント２２の滑り抜けを阻止すべき、上端部に設けられた有効直径拡大部
を備えたアタッチメントとを備えたアバットメントねじ２３を示している。
【００８４】
　図５ｂは公知先行技術であり、断面図および斜視図として、アバットメントプレート２
０を有するアバットメント２２を示している。アバットメント２２は中空体であり、その
中空形状により、アバットメントねじ２３（図５ａ）を介してインプラント２１とねじ締
結される。
【００８５】
　図５ｃおよび図６ｂは断面図および斜視図として、アンギュレーション１７を有するア
ングル付けされたマウントエレメント１０を示している。このマウントエレメント１０は
第１の外側環状体１１と第２の外側環状体１５とを備えており、この場合、第１の外側環
状体１１と第２の外側環状体１５とは、マウントエレメントの下端部に対して一定の間隔
を有し、ひいてはマウントエレメントの下端部の連結平面と外側環状体の平面との間に０
°の角度を有する。マウントエレメント１０はさらにパトリックス１２を有する。マウン
トエレメント１０はアバットメント２２に位置固定される。パトリックス１２を介して、
マトリックスを有する歯プロテーゼが取外し可能に結合され得る。
【００８６】
　図５ｄは断面図および斜視図として、アバットメント２２に位置固定されているアング
ル付けされた、つまり角度付けされたマウントエレメント１０を示している。アバットメ
ント２２内には、アバットメントねじ２３が差し込まれている。アバットメント２２は透
明に図示されている。マウントエレメント１０は第１の外側環状体１１と第２の外側環状
体１５と上端部に設けられたパトリックス１２とを有する。アバットメントねじ２３はア
バットメント２２の中空形状内に位置しており、マウントエレメント１０はアバットメン
ト２２のアバットメントプレート２０に組み付けられている。
【００８７】
　図５ｅは断面図および斜視図として、アバットメント２２に位置固定されているアング
ル付けされたマウントエレメント１０を示している。アバットメント２２内には、アバッ
トメントねじ２３が差し込まれている。アバットメント２２は透明に図示されている。マ
ウントエレメント１０は第１の外側環状体１１と、第２の外側環状体１５と、上端部に設
けられたパトリックス１２とを有する。アバットメントねじ２３はアバットメント２２の
中空形状内に位置しており、マウントエレメント１０はアバットメント２２のアバットメ
ントプレート２０に組み付けられている。キャップ２６が設けられており、このキャップ
２６内には、加工成形されたマトリックス１４を備えたフリクションインサート２４が位
置固定されている。キャップ２６はこのマトリックス１４と、マウントエレメント１０に
設けられたパトリックスとを介してマウントエレメント１０に取外し可能に結合される。
【００８８】
　図６ａは断面図および斜視図として、アングル付けされていないマウントエレメント１
０を示している。このマウントエレメント１０は第１の外側環状体１１と第２の外側環状
体１５とを備えており、第１の外側環状体１１と第２の外側環状体１５とは、マウントエ
レメントの下端部に対して一定の間隔を有し、ひいてはマウントエレメントの下端部の連
結平面と外側環状体の平面との間に０°の角度を有する。マウントエレメント１０はさら
にパトリックス１２を有する。マウントエレメント１０はアバットメント２２に位置固定
される。パトリックス１２を介して、マトリックスを有する歯プロテーゼが取外し可能に
結合され得る。
【００８９】
　図６ｃは断面図および斜視図として、アンギュレーション１７を有する、アングル付け
されたマウントエレメント１０を示している。このマウントエレメント１０は第１の外側
環状体１１とパトリックス１２と第２の外側環状体１５とを備えている。マウントエレメ
ント１０は、ベースボディにおける最小のアンギュレーションが認められる個所において
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部の連結平面と外側環状体１１，１５の平面との間には、０°に等しくないアンギュレー
ション１８を有する。さらに、マウントエレメント１０は、ベースボディにおける最大ア
ンギュレーションが認められる個所に、下端部に対する最小間隔を有する。マウントエレ
メント１０はアバットメント２２に位置固定される。パトリックス１２を介して、マトリ
ックスを有する歯プロテーゼが取外し可能に結合され得る。
【００９０】
　図６ｄは断面図および斜視図として、アングル付けされていないマウントエレメント１
０を示している。このマウントエレメント１０は第１の外側環状体１１と第２の外側環状
体１５とを備えており、第１の外側環状体１１と第２の外側環状体１５とは、マウントエ
レメントの下端部に対する所定の最大間隔と、マウントエレメントの下端部に対する所定
の最小間隔とを有し、その結果、マウントエレメント１０の下端部の連結平面と外側環状
体１１，１５の平面との間に、０°に等しくないアンギュレーション１８を有する。マウ
ントエレメント１０はさらにパトリックス１２を有する。マウントエレメント１０はアバ
ットメント２２に位置固定される。パトリックス１２を介して、マトリックスを有する歯
プロテーゼが取外し可能に結合され得る。
【符号の説明】
【００９１】
　１０　インプラントマウントエレメント
　１１　第１の外側環状体
　１２　パトリックス
　１３　インプラントマウントエレメントの下端部
　１４　マトリックス
　１５　第２の外側環状体
　１６　２つの外側環状体の間の凹部
　１７　マウントエレメントのベースボディのアンギュレーション
　１８　外側環状体のアンギュレーション
　２０　インプラント表面またはアバットメントプレート
　２１　インプラント
　２２　アバットメント
　２３　アバットメントねじ
　２４　フリクションボディ
　２５　雄ねじ山
　２６　キャップ
　３０　顎骨
　４０　歯肉
　４１　歯肉溝
　Ａ　外側環状体の高さ
　Ｂ　外側環状体の幅
　Ｃ　インプラントマウントエレメントの下端部に対する外側環状体の下縁部の間隔
　Ｄ　生物学的な幅径／顎骨に対する歯肉溝の最深個所の間隔
　Ｅ　両外側環状体の最も広幅の個所の間の間隔
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【図２】 【図２－２】
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【図５－１】 【図５－２】

【図６】
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